
 

 

企画競争実施の公示 

 

令和８年６月１日 

 

次のとおり、企画競争を実施するので、企画提案書の提出を招請します。 

 

１．企画競争に付する事項 

（１）業務名 

外国人支援コーディネーター養成研修における教材等の改訂業務 

（２）業務の趣旨 

「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」では、我が国が目指すべき共生

社会のビジョン（三つのビジョン）の実現に向けた具体的な施策の一つとして、「外国

人に対する情報発信・外国人向けの相談体制の強化」を実施することが掲げられている。

具体的には、「生活上の困りごとを抱える外国人を適切な支援（例：ニーズやレベルに

応じた日本語の学習のための支援等）につなげることのできる人材（外国人支援コーデ

ィネーター）を育成するために必要な研修内容や研修修了者の配置 を促進する措置を

検討し、これらを順次実施する。」とされている。研修は令和６年度から実施しており、

使用する教材は３年ごとに改訂することとしているため、令和９年度の研修は改訂し

た教材を使用する必要がある。 

本件は、令和９年度以降に使用する教材について、これまでの法律・制度改正を踏ま

えて改訂するとともに、改訂した教材の内容を基に試験問題を作成するものである。 

（３）業務内容 

企画競争説明書のとおり。 

 

２．企画競争への参加資格 

（１）本件業務と同種の業務の実績があること。 

（２）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得

ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（３）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（４）令和７・８・９年度法務省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の競争

参加資格を有する者であること。 

（５）法務省から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。 

 

３．手続等 



 

 

企画提案書を提出し、企画競争に参加しようとする者は、下記（１）の担当部署が交付

する企画競争説明書に従って企画提案書等の提出書類を作成し、後記４に従って提出す

ること。 

（１）担当部署 

出入国在留管理庁政策課 

外国人施策推進室外国人支援コーディネーター養成係 担当：原島、吉村 

〒100-8973 東京都千代田区霞が関１－１－１ 中央合同庁舎６号館Ａ棟 ９階 

電話：０４５－３７０－９７５５（内線６８２４） 

Ｅメール： s-harashima9mf@moj.go.jp（原島） 

 c-yoshimura2pb@moj.go.jp（吉村） 

（２）企画競争説明書の交付期間及び交付場所 

令和８年６月１日（月）から令和８年６月２４日（水）までの間、上記（１）の担当

部署において交付する。 

 

４．企画競争への参加申込み（企画提案書の提出期限等） 

（１）提出書類 

企画競争説明書のとおり。 

（２）提出期限 

令和８年６月２４日（水）１７時００分（必着） 

（３）提出先 

前記３（１）のとおり。 

 

５．説明会の開催日時及び開催場所 

本公示に基づき企画提案書の提出に関心を有する者に対して説明会を開催する。 

なお、説明会に出席しない者も企画提案書を提出可能であるが、できる限り説明会に出

席することが望ましい。 

（１）開催日時：令和８年６月８日（月）１４時～１４時３０分 

（２）開催形式：ＷＥＢ会議システムによるオンライン形式で開催予定。 

（３）参加方法：説明会への参加を希望する者は、令和８年６月４日（木）１７時までに参

加を希望する旨及び連絡先（社名、担当者氏名、電話番号及びメールアド

レス）を、前記３（１）の担当部署宛てにＥメールにて連絡すること。Ｅ

メール送信後は、同担当部署宛てに確認の電話をすること。 

 

６．参加申込みの無効 

（１）企画競争への参加申込みについて、参加資格のない者による申込みは、無効とする。 

（２）企画競争への参加申込みについて、虚偽の内容による申込みは、無効とする。 



 

 

 

７．契約の相手方の選定方法 

企画競争参加者が提出する企画提案書その他の提出書類について、事前に定めた審査

基準により書類審査を行い、最高点を獲得した者を契約の相手方とする。 

なお、企画競争説明書で定める上限額を超える見積額を提示した者は、獲得点数に関わ

らず失格とする。 

 

８．その他 

本件に関するその他の事項については、企画競争説明書のとおり。 


